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※本パンフレットの内容は、平成28年9月現在のものです。
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4先輩からのメッセージ

キャリア・ストーリー

新任職員に聞きました

地方研修について

ワークライフバランス

幹部へのインタビュー

若手職員に聞きました

海外特集

採用の流れ

キャリアパス（人間科学職に求められること）

採用Q&A

組織図



経歴
平成25年

平成26年

平成27年

厚生労働省入省
職業安定局　派遣・有期労働対策部
若年者雇用対策室に配属
北海道労働局で地方研修
職業安定局　総務課　企画法令係
～局の窓口業務を経験～
現職

元々、卒業後約40年の大半の時間を働いて過ごすのなら、
誰かの役に立つ仕事に就きたいと思っていました。そしてどう
せなら、その「誰か」は多い方がいいなと思っていました。
大学時代は心理学を専攻し、非行少年の更生について学ん

でいましたが、彼らと接する中で、彼らの心配ごとの大きなもの
の一つに「はたらくこと」があることを知りました。また、ボラン
ティアで出会った発達障害や精神障害のある方、LGBT（セク
シュアルマイノリティ）の方も「はたらくこと」で悩んでいました。
抱えている困難やその背景は異なっても、みんな「はたらくこと」
で悩んでいるということを知って、その悩みの解決のお手伝いが
できれば、多くの人の役に立てるのではないかと考えたのが
厚生労働省を選んだ理由です。

現在所属している就労支援室は、生活保護受給者や生活困
窮者、ひとり親、刑務所出所者、ホームレス、日雇い労働者など
の方の就労支援を行っています。一律の対応が難しいこれらの
方々には、それぞれに合ったきめ細かな就労支援を行ってい
ます。
私は、生活保護受給者や生活困窮者、ひとり親の方の就労支
援を担当しています。特に、市役所や区役所の中にハローワーク
の相談窓口を設置し、生活保護や児童扶養手当の相談に来た
方をそのままハローワークの相談へと繋げることで早期就労に
結びつける、地方自治体と一体となった就労支援を進めています。
また、平成27年度から生活困窮者自立支援制度が開始

され、「生活困窮者」と呼ばれる方の支援も始まりました。第1の
セーフティネットである雇用保険、最後のセーフティネットで
ある生活保護の間にある制度です。生活保護や生活困窮者の
方の相談窓口は地方自治体にあるため、ハローワークだけでは
なく、地方自治体にもお伺いして話を聞くことが多く、国だけで
はなく様々な視点から就労支援について考えています。

今の職場は部屋が独立していて少人数ということもあり、とて
も和気あいあいとしています。上司や同僚も優しく、穏やかな
空気感の中で楽しく働けています。入省したての頃、先輩に
「ハローワークはサービス業だから、職業安定局もサービス
精神が旺盛な人がたくさんいるんだよ」と教えられましたが、
まさにそのとおりだなと思います。ハローワークの仕事は仕事を
紹介することですが、ただ紹介するだけではなく、その方が何を
求めているのか、何が適しているのかをコミュニケーションを
取りながら考えていくことが求められます。その総元締めである
職業安定局にいる職員もそのような能力が磨かれているので、
お互いに円滑にコミュニケーションを取りながら仕事ができる
のではないかと思います。

入省1年目の頃、研修でハローワークに出ていた時には5、60
代の方に職業紹介することも多々ありました。私よりずっと年上
で、社会経験も豊富な人生の先輩が、まだ働き始めたばかりの
私の説明を聞いてくれて、自分のこれからの仕事について相談
してくれる。こんなに誰かの人生にコミットして、一緒になって
その人の人生を考える仕事はそうそうないのではないかと思い
ました。
今は直接求職者の方と対面することはありませんが、自分が

やっていることはきっと誰かの役に立っているんだという実感を
持って働くことができています。私もまだまだ修行中なので、
厚生労働省で一緒に頑張っていけたら嬉しいです。

厚生労働省を選んだ理由 職場の雰囲気はどうですか

 受験生に向けてのメッセージ

職業安定局　派遣・有期労働対策部
就労支援室　特定雇用対策係

浦上  晴香
うら   か み      はる    か

現在の職務内容について
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経歴
平成24年

平成25年

平成27年

平成28年

厚生労働省入省
職業安定局　雇用保険課に配属
宮城労働局で地方研修
職業安定局　雇用保険課
～窓口対応、国会業務、法改正業務等を担当～
職業安定局　派遣・有期労働対策部　若年者雇用対策室
～新規施策の立ち上げ、法改正業務、委託事業等を担当～
現職

職業安定局　雇用開発部
地域雇用対策室　地域雇用企画係長

大森  崇
おお   もり     た かし

「この子が働くようになるまで私は死ねない。」
私が学生時代に出会ったあるお母さんの言葉です。その言葉

に私は「働くこと」が本人だけでなく、家族や周囲にどれだけ安
心を与えるのか、と同時に、「働けないこと」が本人や周囲をどれ
ほど不安にさせるのか、ということを教えられました。
そんな思い出も日々の流れの中で過ぎ去り、大学卒業後は

「本屋が好き」という理由で出版業界に進みます。営業として
日々書店さんを巡る毎日です。好きな商品、好きな場所で仕事が
でき、充実した日々を過ごしていましたが、ある日営業先の書店
で、「心理系公務員になるための本」を見つけます。その中で描写
されていた雇用支援に携わる方のエピソードを読んだ時、私の
頭に学生時代のあの言葉が蘇り、何気なくその本を買うことに
しました。そして、６年後、私は地域雇用対策室で働いています。

近年、全国的に雇用失業情勢は改善されていますが、被災地
域や過疎地域など、今も雇用の課題を抱えている地域は存在し
ています。そのような地域において、地方自治体と連携して、地域
特性を活かした雇用創出や人材育成に取り組んでいるのが、地
域雇用対策室です。
私はそんな地域雇用対策室の一員として、新規施策の検討、
法令改正、国会業務などに携わっています。具体的には、室内の
メンバーと共に現状の課題について話し合い、各地域に雇用が
生み出されるためには何が必要かを検討し、必要があれば、
新規施策の立ち上げや法令改正等の措置を実施したりして
います。
そのほか、国会議員やマスコミ等から依頼を受けて、当室の事
業を説明したり、資料を作成したりすることもあります。また、
「地方創生」という言葉が掲げられているように、各地域に安定
した雇用を創出することは政府全体で取り組むべき大きな課題
です。そのため、時には内閣官房や経済産業省等と連携して

対策を講じることもあり、その際には、室の窓口として関係機関
との連絡調整を行ったりもしています。

仕事面では、厚生労働省という組織の一員として、国民生活
に貢献できるよう、誰にも負けない一芸を身につけたいと思って
います。
先輩方を見ていても、臨床心理、キャリアコンサルティング、

法令業務、統計知識等々、自分の強みを持っている方は、様々な
場面で頼られ、各方面で活躍されています。自分もそのような
方 と々同様、誰かに頼られる人材となることで、組織に貢献する
と同時に、自分の成長の糧となるような経験を数多く増やしてい
ければと思います。
また、個人的には、異なる環境や文化の中でも仕事をして
みたいとも思っています。この仕事は、厚生労働省だけでな
く、都道府県労働局、公共職業安定所（ハローワーク）、他府省
庁、地方自治体、大使館等、様々な場所で仕事ができるチャンス
があります。これらの場所で働く機会があれば、その土地や組織
の文化・考え方を吸収して自分自身の幅をもっと広げていきた
いと考えています。

受験生の中には、勉強時間を十分に確保できず、焦りを感じ
ている人もいるかもしれません。私も当時は、合格点に届く
イメージが湧かず、焦りを感じる日々でした。
ただ、公務員試験は資格試験ではなく「採用試験」です。試験
問題を解くだけではなく、パーソナリティやこれまでの経験等、
ご自身の全てが試験対象となります。机に向かっている時だけが
受験勉強ではありません。官庁訪問では、様々な先輩から、様々
なことを聞かれると思います。その時、思いもよらない話が好評
を得たりするものです。そのため、遊びや趣味の時間も全て
は受験勉強だと思って、充実した日々を送ってください。

厚生労働省を選んだ理由

今後の目標は何でしょうか

 受験生に向けてのメッセージ

現在の職務内容について



独立行政法人　高齢・障害・求職者雇用支援機構
東京障害者職業センター　障害者職業カウンセラー

遠藤  径至
えん   どう　 　  けい 　  じ
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先輩からのメッセージ

経歴
平成22年

平成23年

平成25年

平成26年

平成27年

厚生労働省入省
職業安定局　首席職業指導官室に配属
北海道労働局で地方研修
職業安定局　派遣・有期労働対策部　若年者雇用対策室
～若者雇用対策の国会対応、広報業務、委託事業を担当～
職業安定局　地域雇用対策室
～地域で雇用を増やす事業主への融資利子を補助する
　事業の立ち上げを担当～
職業能力開発局　キャリア形成支援室
キャリアコンサルティング係長
～キャリア･コンサルタントの養成計画、
　能力向上のための研修を担当～
現職

学部時代は学問的な興味から様々な分野の心理学を学んで
いましたが、専門性を仕事に生かそうと、臨床心理士を養成
する大学院に進学しました。現場実習で発達障害のある子の社
会スキル習得のプログラムに携わってから障害児支援に興味を
持ち、院修了後は医療機関や学習塾で障害児支援の仕事を
かけ持ちしていました。それらは非常勤で、翌年度の更新も不確
かだったため、常勤の仕事を探していたのですが、そのとき国家
公務員の採用案内を見つけました。
恥ずかしながらそれまで厚生労働省のことはあまり知らな

かったのですが、資料を調べ、話を聞くうち、徐々に興味がわい
てきました。自分がなんとかしたいと感じていた社会課題は、
現場で直接解決する以外に、行政の立場で制度を整えて、現場
を後方支援するやり方もあると知り、このような形で自分の力を
発揮するのも面白いなと感じるようになりました。

東京障害者職業センターは、（独）高齢・障害・求職者雇用支
援機構が全都道府県に設置している地域障害者職業センター
の1つです。このセンターでは、障害のある方への就業支援、
障害のある方の採用・雇用管理に関する会社への支援、地域の
就労支援機関への助言、の３つを業務の柱としています。
私は平成27年４月に厚生労働本省から東京障害者職業セン

ターに出向しました。障害者職業カウンセラーとして、今年度は
仕事に就いている方が働き続けるための支援と、雇用主である
会社側への支援を主に担当しています。
中心となる業務は、ジョブコーチ支援事業の計画作成です。

ジョブコーチ支援とは、ジョブコーチという障害者の職場適応
を支援する専門家が定期的に職場を訪問し、本人や会社が
困っていることを確認した上で、対策を考え、一緒に取り組んで
いく支援です。たとえば、仕事の手順を覚えにくい方のマニュ
アル作成を手伝ったり、頑張りすぎて体調を崩してしまう方の

疲労のサインを探ったりします。また、職場の方に本人の障害に
ついて理解してもらい、上手に関わっていただくために、説明や
提案をします。

障害者職業カウンセラーは、障害のある方の就労支援の専門
家として、全国の拠点で活動しています。この世界は奥が深く、
1年ちょっとの経験で魅力を語るのはおこがましい気もします
が、障害者本人や会社と直接関わりながら、就職が決まった
喜びを近くで感じられることは大きな魅力です。
厚生労働省出身という立場から感じることもあります。雇用

対策の制度の企画・運用を行うとき、その制度の先にいる一人
ひとりを想像することが必要となりますが、今まさにその糧と
なる経験をさせてもらっていると感じています。また、障害者雇
用対策は、多様性や手厚さなどからして、他の困難を抱えた方
など、あらゆる方の就労支援のモデルとなりうる可能性を持って
いると感じており、これらの点も魅力だと思います。

仕事をする上では、2つの相矛盾することを心がけることが
大事だと感じています。1つは、自分のことを知り、希望や能力に
合った仕事を探すこと、もう1つは、直観を信じて飛び込んだり、
縁を大切にしたり、やむを得ない事情を受け入れたりすること
です。私は後者の比重が比較的大きく、任されてからその仕事の
面白さに気付いたり、偶然一緒に仕事をした方との出会いで
人生観が変わったりしていて、このような機会が与えられたこと
に感謝しています。みなさんが、あまり考えすぎず、でも自分を
大切にした職業選択をされることをお祈りしています。

厚生労働省を選んだ理由

カウンセラー業務の魅力は何でしょうか

 受験生に向けてのメッセージ

現在の職務内容について



7

経歴
平成16年

平成17年

平成19年
平成21年
平成23年

平成25年

平成27年

厚生労働省入省
職業安定局　雇用政策課に配属
北海道労働局で地方研修
職業安定局　若年者雇用対策室
～新規学卒就職者対策、フリーター対策を担当～
職業安定局　需給調整事業課　調整係長
職業安定局　高齢者雇用対策課　調整係長・雇用指導係長
職業安定局　雇用開発課　産業対策係長
～東日本大震災後の雇用調整助成金の企画・運用を担当～
職業安定局　雇用開発部　障害者雇用対策課　障害者雇用専門官
～障害者の差別禁止・合理的配慮の施行開始準備等を担当～
現職

職業安定局　総務課　課長補佐
（併任：公共職業安定所運営企画室　室長補佐）

寺岡  潤
てら　 おか     じゅん

私は大学院で社会心理学を専攻し、研究者を目指し、科学
警察研究所に入りたくて公務員試験の準備をしていましたが、
日々色々なニュースに触れているうちに、社会の動きとか変化と
いったものは、何をきっかけにして起こるのかということに、漠然
と興味を持つようになっていきました。
そんなときに、ふと、厚生労働省は人の一生のあらゆる局面に
関与する役所で、働くことは人の一生の大部分を占める重要な
要素であり、かつ、雇用の在り方は社会の在り方に直結するの
だということに気づきました。
「社会」は抽象的な概念ですが、一方で具体的なうねりや
変化というものは確実にあります。厚生労働省に入れば、雇用
を中核にした社会のダイナミクスに直接触れ、さらに行政官とし
てそれにコミットし、社会の在り方を良い方向に変えることがで
きるのではないか。机の上で研究するよりもその方が面白そう
だと考え、厚生労働省を訪問しました。

ハローワークは1日平均17万人が利用する国民に最も身近
な行政機関の一つです。公共職業安定所運営企画室はハロー
ワークの管理・運営を担う組織ですが、私はその中で、ハロー
ワークの強みをさらに高めるための業務に取り組んでいます。
ハローワークは「国」が運営する組織ですが、地方自治体が

もっている政策と連携することで、さらに国民の利益を高めるこ
とにつながります。たとえば、地方自治体は生活保護の窓口です
が、生活保護から脱却するためには仕事を見つけなければなら
ない。だけど、生活保護手続きの後でハローワークまで足を運ん
でくれる人はあまりいない。そういうときに、市役所とハロー
ワークが連携して、市役所の中にハローワークの窓口を置いて、
生活保護手続きのあとすぐさま就職の支援を行えるように
する。こうした取組みを通じて、実際に生活保護費の削減につな
がっているという自治体の声ももらっています。

日本のハローワークは世界に誇るべき機関だと思います。
このプレゼンスをより高めるために、室長補佐として、現状の
把握、企画、立案等を行っています。

私は昨年の秋から春にかけて、ハローワークの未来に関わる
重要な法改正を担当させてもらいました。ただ、普通の法改正よ
りもはるかに短い期間でやり遂げる必要があり、正直、改正実現
は不可能ではないかとの不安やプレッシャーの方が大きかったの
が本音です。ですが、法改正は私が目指す社会の在り方にコミット
することそのものですし、やるしかない、と覚悟を決めました。
法改正には多数の関係者（省内だけでなく省外にも）が存在し

ますが、私は幸いにも本当に多くの方から協力してもらうことがで
き、みんなで力を合わせれば不可能と思えることも実現できると
いうことを、作り話ではない現実の出来事として体験することがで
きました。
法律改正はとても大変な作業ですが、国家公務員の本懐とも言

える仕事です。仲間とともにこれを成し遂げ、法案成立後にみんな
で集まって飲んだビールの味に勝るものは今のところ知りません。

いよいよ皆さんは将来の仕事を具体的に考えなければならな
い時期に来ています。学生もなんだかんだと毎日忙しいと思いま
すが、是非、視野を広く色々な可能性に目を向けつつ、自分が社
会の中でどうありたいか、一度じっくりと考えてみてください。
大事なのは、最初から可能性を狭めて決めつけないことです。

私自身も、学生時代に思い描いていた仕事とはだいぶ遠いとこ
ろに来ていますが、きっとこちらの方が良かったのだろうと思っ
ています。
自分の将来を考えた結果、厚生労働省に関心を持っていただ
ければとても嬉しいです。官庁訪問で皆さんにお会いできるのを
楽しみにしています。

厚生労働省を選んだ理由

法改正業務の魅力は何でしょうか

 受験生に向けてのメッセージ

現在の職務内容について



職業安定局　首席職業指導官室　室長補佐

竹内  ひとみ
たけ   うち
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先輩からのメッセージ

経歴
平成 7 年
平成10年

平成11年

平成13年

平成16年
平成21年

平成27年

労働省入省
職業安定局　障害者雇用対策課　調整係長
～改正障害者雇用促進法の施行等を担当～
ドイツ（カイザースラウテルン大学）留学
～ドイツの職業訓練制度（デュアルシステム）について研究～
職業安定局　民間需給調整課
労働者派遣事業係長・調整係長
～労働者派遣法の改正等を担当～
在シンガポール日本国大使館一等書記官（外務省出向）
独立行政法人　高齢・障害・求職者雇用支援機構
企画部　企画調整課長等
現職

学生時代は、将来は臨床心理士になるつもりで、教育学部で
臨床心理学を学びましたが、官庁訪問で出会った先輩方から
お話を伺ううちに、世界が広がり、自分も国の制度や政策の
企画立案にぜひ携わってみたいと思うようになりました。それま
では地元で臨床心理士になることしか考えていなかったため、
新たな世界に飛び出すことには正直不安もありましたが、チャレ
ンジしてみたいという声に素直に従うことにしました。
厚生労働行政の魅力は、日々の生活において、その政策の
成果や課題を実感できるところです。臨床心理士のように一人
ひとりと向き合っていく仕事ではありませんが、制度や政策の
企画立案は、常にそれを利用される方の立場に立って考えて
いかなければならないため、人と真摯に向き合う姿勢がなけれ
ばできない仕事だと思っています。

首席職業指導官室では、全国のハローワークで行われている
職業相談・職業紹介等の指導、介護等人材不足分野における
マッチング支援など様々な業務を行っていますが、その全体の
企画・調整業務を担当しています。
ハローワークのマッチング支援の内容は多岐にわたってい

ます。例えば、がん患者の方のために、病院と連携した就職支援
事業を平成25年度からモデル的に開始しました。医療技術の
進歩等でがん患者の方の生存率は向上し、適切な治療だけで
なく、生活の安定のための就労支援も必要になってきました。
この事業では、病院とハローワークが連携することで、病状に
配慮した就職支援を行うことができます。とはいえ、最初は応募
時に病名を開示すべきか等課題もいろいろありましたが、3年間
のモデル事業の中で、支援ノウハウを蓄積し、課題について一歩
ずつ解決していく中で、ようやく平成28年度から全国で実施で
きることとなりました。このように時代のニーズを踏まえ、新たな
政策や制度を企画し、病院担当部局など関係者や現場の方と

調整しながら、事業を前に進めていくのは、やりがいのある業務
だと思います。

仕事を続けていると、自分が担当している2年程度では達成
できなくても、何年かしてもう一度その業務を担当した際に、
その政策の成果を実感できることがあります。例えば、障害者雇
用対策では、最初に担当させていただいたときは、ちょうど知的
障害者の雇用が義務化された時で、どうやってその雇用の場を
拡大していくかということが課題でした。その後10年近くが
経って、再度障害者雇用に携わった時、知的障害者の方の雇用
は大幅に前進し、その支援ノウハウも蓄積され、今度は精神
障害のある方などの雇用促進が課題になっていました。
雇用対策は、一朝一夕で成果が出るものばかりではありま

せん。でも、一歩ずつでも進んでいけば、課題だったことがいつ
か当たり前のこととして社会で受け入れられるようになったと
実感できる瞬間がくるかもしれません。そういう瞬間に出会える
ことが、この仕事を続ける喜びだと思います。

厚生労働省に入省して早２０年以上がたちました。正直、
学生時代はこんなに長く働いている自分は想像できませんでし
たが、気がつけば、周囲の方々に支えられ、海外の留学や勤務も
含めて、得がたい経験をさせてもらいました。自分ではとても
無理だ、できないと思っていたことも、やってみれば何とかなると
いうのが実感です。挑戦することで世界は広がります。若いうち
は特に、自分の可能性を自分で狭めるのではなく、いろいろなこ
とを経験してほしいと思います。厚生労働省が、皆様の可能性を
大きく広げ、ワクワクするような人生をおくる舞台になってくれ
たら嬉しいです。

厚生労働省を選んだ理由

入省して良かったと思えたのは
どのような時だったでしょうか

 受験生に向けてのメッセージ

現在の職務内容について
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経歴
平成 6 年
平成12年
平成16年

平成19年
平成20年

平成25年

平成27年

労働省入省
在リオ・デ・ジャネイロ日本国総領事館領事
職業安定局　高齢・障害者雇用対策部
障害者雇用対策課　課長補佐
～障害者雇用促進法改正に向けた検討業務を担当～
山口労働局　職業安定部長
職業安定局　雇用開発課　課長補佐
～労働者の雇用安定のための助成金制度の
　企画立案業務を担当～
社会・援護局　障害保健福祉部　障害福祉課　課長補佐
～就労系障害福祉サービスに関する企画立案業務を担当～
現職

埼玉労働局　職業安定部長

平川  雅浩
ひら　 か わ 　 　  まさ   ひろ

就職先を考えるにあたって、できれば経済的な利益を追い
求める仕事ではなく、直接誰かの役に立つ仕事をしたいと漠然
と考えていたところ、旧労働省で心理職（現人間科学職）での
募集があると知り、「これだ！」と思いました。「人の役に立つ
仕事」という意味で、公務員ほどわかりやすいものはないと思い
ましたし、特に職業安定行政にはハローワークという国民と
直接かかわる現場があり、自分の仕事が人の役に立っている
実感が得られるのではないかと思ったからです。
今にして思えば、民間企業であれ官公庁であれ、顧客や国民

のニーズに応える仕事は全て「人の役に立つ仕事」に違いない
のですが、結果的に、長いスパンで大きな仕事ができる厚生
労働省を選んでよかったと思っています。

私はいま、埼玉労働局の職業安定部長という仕事をしてい
ます。労働局は各都道府県に設置されており、職業安定部は各
都道府県内のハローワークを統括しています。ハローワークと
いうと、求職者に仕事を紹介するところ、というイメージが強い
と思いますが、それ以外にも、若年者、高齢者、障害者、子育て中
の女性、外国人、生活保護受給者などに対する雇用対策、雇用
保険関係業務、職業訓練関係業務のほか、企業の人材確保
支援、雇用管理の指導・助言、助成金の支給をはじめとする
企業向けサービスなど、非常に多岐にわたる業務を行ってい
ます。
私は、こういった幅広い範囲にわたる職業安定行政の責任者

として、埼玉県内のハローワークに対して業務の進め方について
の指示を行っています。また、地方自治体や経営者団体、労働組
合など関係機関との連携のための調整業務や、県民にハロー
ワークの取組みについて知っていただくための情報発信も行っ
ています。

職業安定行政は、経済情勢や社会情勢の変化の影響を大き
く受ける行政分野であり、求職者や企業がハローワークに期待
することは、短い期間の間に意外なほど大きく変化します。また、
各地域の産業構造や住民構成の違いにより、ハローワークに
対するニーズは大きく異なります。
ハローワークが行う業務については、法律や予算で枠組みが
決まっていますが、実際の業務の進め方については、ある程度現
場での裁量に任せられています。職業安定部長は、ハローワーク
が各地域のニーズを踏まえた業務を実施できるよう的確な指示
を出さなければなりません。埼玉労働局の場合、県内に15カ所
のハローワークがあり、千人を超える職員が働いているため、業
務に携わっている職員一人一人に詳細な指示を行うのは簡単
ではありませんが、職業安定部長の指示の出し方がハロー
ワークのパフォーマンスに大きく影響するので、緊張感ととも
に、大きなやりがいを感じています。

厚生労働省で人間科学職として働くことの最大の魅力は、
本省での政策立案とハローワークの現場を指揮する業務の
両方を経験できることだと思います。本省にいるときは、地方
の現場で感じたことを国レベルの政策立案に反映させること
ができますし、地方にいるときは、本省で立案された政策が実際
に求職者や企業に役に立つものになるよう采配を振るうことが
できます。興味を持たれた方は、ぜひチャレンジしていただけれ
ばと思います。

厚生労働省を選んだ理由

 受験生に向けてのメッセージ

現在の職務内容について

地方労働局の職業安定部長を経験して
感じていることを教えて下さい



職業能力開発局　能力開発課　就労支援訓練企画官

松瀨  貴裕
まつ 　  せ 　     た か   ひろ
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先輩からのメッセージ

経歴
平成 2 年

平成 8 年

平成11年

平成15年

平成23年

平成27年

労働省入省
～組織定員関係業務を担当～
在大韓民国日本国大使館二等書記官
～アジア通貨危機対応、日韓政労使交流の開始等～
秋田県庁　職業安定課長
～秋田県の雇用対策（若年者定着、出稼ぎ労働者援護等）～
渋谷公共職業安定所長
～ISO9001取得等～
北海道労働局職業安定部長
～北海道との雇用対策協定等～
現職

公務員試験の勉強をしているときは、特に志望官庁を決めて
いたわけではありません。大学の授業（退官間際の老教授と学
生2人だけという超不人気な外国古典朗読というものでした。）
で件の老教授が、「うちの大学って国家公務員試験に受からな
いんだよねえ、寂しいなあ」とつぶやいたので、「じゃあ、僕が受け
てみましょうか」と安請け合いしたのが試験勉強を始めたきっか
けです。
旧労働省を志望しようと決めたのは、官庁訪問をした後。
心理職（現人間科学職）の先輩方からざっくばらんなお話を
お聞きしながら「とっても明るい役所だな」という印象を持ち
ました。

職業訓練の企画立案を主に担当しています。国の政策という
のは、その時代や社会状況に応じて見直しが必要となります。
私が手がけたものをいくつかご紹介しましょう。
まず、就業経験の少ない非正規労働者を対象とした職業訓練
のカリキュラム充実です。「訓練を受けたいんだけどやっていく
自信がない」という人たちのために受講申込みのハードルを
下げつつ、訓練を受講する中で「もっと学びたい」という気持ち
になったら更なるステップアップができるようにカリキュラムを
組み替えました。
また、育児・介護等で家庭を離れることが難しい方々のために

ｅラーニングの職業訓練もスタートさせました。
制度見直しとはやや趣が異なりますが、職業訓練のことを

もっと国民の皆様に知っていただこうと、職業訓練の愛称・
キャッチフレーズも公募しました。

首席職業指導官室にいた頃、「産業競争力会議」の文書の
中に「ハローワーク職員にキャリアコンサルタントの資格取得を
促す」といった文言が盛り込まれました。でも、ハローワークの
方々は、落ちると恥ずかしいからか、なかなか受検してくれま
せん。そこで、全国を回ってハローワーク職員に対して講演を
したり、資格取得に有益な情報をメルマガとして配信したりしま
した。そうすると、第一線の職員の方々と直にお話ししたり、
メールのやりとりをする機会が飛躍的に増えます。彼らの熱心
な姿勢に触れて私としても貴重な経験だったのですが、彼らか
らも「本省の人から直接聞けてよかった」という声をたくさんい
ただきました。政策を文書で指示するだけではなく、同じ厚生労
働省で働く者同士が同じ目標に向かって交流し合うというのも
良いものだなと思いました。

「○○職」と（行政等ではない）特定分野の名前を冠する公務
員の多くに通ずる特徴だと思うのですが、人間科学職には、ゼネ
ラリスト（事務官）とスペシャリスト（専門家）の2つの顔があると
思います。厚生労働省に入れば様々な仕事が待っているのです
が、ときにはバリバリのゼネラリストとしての働きが求められ、
またあるときは人間科学の専門家としての知見を頼りにされた
りします。こういったユニークな立ち位置を存分に楽しむため
には、優れたバランス感覚と、「なんでもやってみよう！」という
好奇心があったほうがいいでしょう。我こそは！　という方、
是非ご来省を。

厚生労働省を選んだ理由

 受験生に向けてのメッセージ

最も印象深かった業務は何でしょうか

現在の職務内容について
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経歴
昭和62年
平成 4 年
平成 8 年

平成10年
平成12年
平成17年
平成20年
平成25年
平成27年

労働省入省
大臣官房　海外労働情報室　係長
婦人局　婦人福祉課　課長補佐
～育児・介護休業法改正～
三重女性少年室長
職業安定局　雇用政策課　広報担当官
独立行政法人　労働政策研究・研修機構　出向
職業安定局　首席職業指導官室　室長補佐
静岡労働局　職業安定部長
現職

職業安定局　訓練受講者支援室　室長

松原  亜矢子
まつ 　 ばら　 　 　あ　 　 や 　 　こ

私が就職を考えた頃、女性が長く働くことができる仕事は
「教師」か「公務員」と言われていました。均等法の成立で企業も
女性総合職等を採用し始めた時期ではありましたが、企業で
長く働く女性のイメージが湧かず、大学の専攻（心理学）で受験
できる公務員試験をいくつか受けました。まずは、経済的に自立
できる仕事に就くことを目標にしていたように思います。民間
企業は受験せず、公務員一本でした。
旧労働省を選んだ理由は、実は、最初に内定が出たこと、面接

の担当者はじめ対応の印象がよかったこと、職場の雰囲気から
「ここならなじめるかも・・・」と思ったこと、というのが正直な
ところです。

リーマンショック後に雇用保険を受給できない方への職業
訓練、給付金、就職支援を行う制度として誕生した「求職者
支援制度」を所管し、この求職者支援制度をはじめ公的職業
訓練全般のハローワークでの情報提供、受講あっせん、就職
支援まで職業訓練を希望する方々への一連の支援を担当して
います。職業訓練は、産業構造の転換、非正規労働者の増加、
それに伴う労働移動等が増える環境下で威力を発揮します。
スムーズな労働移動と人材の再配置の実現に向けて、ハロー
ワークの窓口でもキャリアチェンジ、キャリアアップの必要な
求職者に対して職業訓練という選択肢の活用を積極的に拡げ
ていくのが当室の役割かと思っています。
私の仕事は、この職業訓練という公的サービスを労働市場の
状況に応じて国民に有効活用いただくため、室員とともに制度
や運用について企画立案をすすめることです。現場実態に
合った有効な施策立案には、室内のみならず実働部隊の労働局
やハローワークとできる限りコミュニケーションを図りつつすす
めることが不可欠と感じます。

仕事の世界に踏み出す前は、やりたい仕事ができるのか、
専門性が活かせるかに関心をもっていたように思いますが、
振り返ってみれば、仕事の世界は学生時代の想像を超えたもの
でした。仕事を通して否応なしに様々なことを学ぶ中、じきに
学生時代に学んだことよりも実務を通して学んだことの方が
多くなります。経験した仕事が専門性につながり、仕事を続ける
中でやりたいことが見えてくるというのが実感です。2～3年で
人事異動がありますが、常に新鮮な気持ちで目の前の仕事に
取組み、環境になじむ柔軟さが仕事を楽しむコツではないかと
思います。
また、様々な職場を経験し多くの人と仕事を通して繋がり、
知り合うことができます。
仕事上の関わりは必ずしもスムーズな時ばかりではありませ

んが、築いた人とのつながりはその後の財産になると思います。
勤務が長くなるにつれて出会いの大切さを実感します。

就職先の決定は人生にとって大きな選択です。自分の想像
しているような職場か不安を感じることもあるかと思います。
女性の場合は、結婚、出産、育児と残業、転勤もある職業生活を
上手く両立できるかを心配する人も多いかと思います（私は
そうでした。）
何事も問題に直面したときこそ落ち着いて考え、人に相談

することで不思議と道は開けるものです。仕事と家庭の両立に
ついていえば、体験的には「なるようになる」でしょうか。いずれ
にしても、あまり先のことをあれこれ考えすぎず、「やってみたい」
と思ったら思い切ってこの世界に飛び込んできて下さい。

厚生労働省を選んだ理由

 受験生に向けてのメッセージ

現在の職務内容について

これまでの行政官歴を振り返って
感じていることを教えて下さい
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キャリア・ストーリー

かけがえのない仕事や
人との出会いが待っています

昭和63年 労働省入省
 神奈川県・横浜公共職業安定所
平成 4 年 経済協力開発機構（OECD）事務局　出向
平成 6 年 職業安定局　障害者雇用対策課
 障害者雇用専門官
平成 8 年 大臣官房　国際労働課　企画係長
平成 9 年 大臣官房　海外労働情報室　室長補佐
平成10年 女性局　女性福祉課　課長補佐
平成12年 大分労働局　雇用均等室長
平成14年 雇用・能力開発機構
 雇用支援部　雇用開発課長
平成15年 雇用・能力開発機構
 キャリア形成支援部　調査役
平成16年 職業能力開発局　能力開発課　課長補佐
平成17年 職業安定局　障害者雇用対策課　課長補佐
平成18年 宮城労働局　職業安定部長
平成20年 労働大学校　准教授
平成21年 大阪労働局　需給調整事業部長
平成23年 職業能力開発局
 実習併用職業訓練推進室長
平成24年 独立行政法人　高齢・障害・求職者雇用支援機構
 雇用開発推進部長
平成28年 現職

経歴

職業安定局　雇用開発部
地域就労支援室長

田中  歩
た　  な か 　   あ ゆみ 知的障害及び精神障害者に係る施策立案を担当しました。当時は、ハロー

ワークにおける精神障害者担当の職業相談員の配置が始まった頃で、全国の
相談員を集めた研修を企画、実施しました。現在は老舗と言うべき精神障害者
の就労支援機関の方々が相談員として活躍されており、就労支援の現場での
実践を見学したこと等をヒントに、グループワークを活用してハローワークが
精神障害者に就職支援ノウハウを提供する事業を立ち上げました。
このほか、障害者団体の方々と協力して知的障害の当事者向けの職業的
自立支援マニュアルを作成したり、就労支援に熱心な精神科医や大学の先生
などの研究会に参加し、課の事業としては初めて精神障害者の雇用管理マニュ
アルの作成にかかわったりしました。
思い出すと恥ずかしくなるような失敗が多々ありましたが、障害者雇用を取り
巻く多くの関係者の方 と々仕事をする経験によって、資料を読んだだけではわか
らない現実の大変さや、現場を見て関係者の話を聞くことの大切さを学び、
大きな財産となりました。その後、17年度に課長補佐、そして28年度に室長
として障害者雇用対策にかかわっていますが、そのスタート地点となった時期
でした。

職業安定局　障害者雇用対策課　障害者雇用専門官
障害者雇用対策担当のスタート地点

企画担当の課長補佐として、仕事と育児・介護の両立支援対策を担当しま
した。これまでは国際労働課の企画係長として省内の国際関連の窓口となった
ことはあったものの、補佐としての経験も浅く、企画補佐という肩書きを非常に
重く感じたことを覚えています。
こちらでは、局全体の業務の連絡調整役である総務課から日々降りてくる事
案の調整業務や、国会議員の質疑対応等の国会業務、今後の施策の方向性を
まとめる研究会の運営、事業の予算要求業務等の行政官としてのフルコースを
たっぷり経験することができました。密度の濃い毎日の中で行政官としての
基本を鍛えられたという実感があります。
また、印象が強い出来事としては、ニューヨークの国連本部での国連婦人の地
位委員会に労働省から一人、政府代表団に参加したことです。先進国から途上
国までそれぞれに女性をめぐる異なる状況がある中で、女性の地位向上をいか
に図っていくべきか世界レベルの議論の場に立ち会えていることに感激しました。

女性局　女性福祉課　課長補佐
行政官としてのフルコースを経験

担当した業務の中で印象に残っているのは、アビリンピック（全国障害者技能
競技大会）の開催です。通常は共催県があるのですが、担当2年目の平成25年
に限って共催県がなく、すべてを自前で開催しなければなりませんでした。
総務部と体制の増員や開催経費の問題について協議することから始まり、

日々の進捗状況に気を使う毎日でした。20数種の競技種目それぞれの関係
者や選手を派遣する都道府県との連絡調整等、調整先が多く、大小のトラブル
もいろいろと起きる中、管理職として素早く的確な判断を求められる場面も多く
ありました。また、当日の集客が心配でしたが、職員とともに思いつく限りの周知
の方策を考え、結果として、当日、2万人を超える方が来場し、障害のある選手
が真剣に技能を競い合う姿をご覧いただくことができ、うれしさがこみ上げて
きました。
このような事業は、うまく進む時期もあればトラブルで頭を抱える時期も
あり、管理職としての自分の役割をいかに果たしていくかを自問自答しなが
ら職員と率直に向き合い、皆のチームワークで何とか乗り切っていく醍醐味を
味わえた経験でした。

独立行政法人　高齢・障害・求職者雇用支援機構　雇用開発推進部長
管理者として難局を乗り切る
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昭和60年 労働省入省
 大阪府・布施公共職業安定所
昭和61年 雇用職業総合研究所　雇用管理研究部
平成元年 職業安定局　民間需給調整事業室
 労働者派遣事業係長
平成 4 年 職業安定局 業務調整課 職業紹介係長
平成 6 年 宮崎県　商工労働部　職業安定課長
平成 8 年 職業能力開発局　民間訓練促進室　室長補佐
平成10年 職業安定局職業意識啓発推進室　室長補佐
平成12年 職業安定局　庶務課 課長補佐
平成13年 職業安定局　雇用保険課 課長補佐
平成16年 職業安定局　農山村雇用対策室 室長
平成17年 職業安定局　高齢・障害者雇用対策部
 高齢者雇用対策課　高齢者能力活用企画官
平成19年 愛知労働局　職業安定部長
平成20年 高齢・障害者雇用支援機構　納付金部長
平成23年 独立行政法人　高齢・障害・求職者雇用支援機構
 職業リハビリテーション部長
平成24年 職業安定局　派遣・有期労働対策部
 求職者支援室　室長
平成25年 職業安定局　首席職業指導官
平成27年 現職

経歴

静岡労働局　労働局長

野村  栄一
の 　  むら　 　  えい   いち

仕事がうまくいく秘訣は、
常に楽しさを

見出そうとすることだと思います

日中は、全国各地のハローワーク利用者から様々なご意見の電話が間断なく
かかってきました。加えて、外資系企業などで「リストラ」が始まりつつあり、雇用
問題としての「リストラ」が日本で広く認識されるようになったのは、この頃から
だと思います。こうしたことから、職業紹介係の業務も非常に多忙でした。
また当時、ハローワーク内のレイアウトの見直しも含めた業務改善の取組み
が進められており、その成果を踏まえて、職業相談・紹介業務のバイブルとも
言える「一般職業紹介業務取扱要領」の大幅改正を担当しました。在職中の
求職者への相談方法の具体化など、一字一句を吟味し、関係職員の意見を
聞いて、再び考え直すという作業が続き、かなり苦しい面もありました。ですが、
やっと全体がとりまとまったときには、以降のハローワークの方向性を大きく
左右するものであるだけに、非常な達成感を覚えました。当時の課長から、
「君は、なかなか粘り強いね。」とポツリと言われたことも強く印象に残って
います。

職業安定局　業務調整課　職業紹介係長
よりよいハローワークの
職業相談・紹介サービスを目指して

全国47の地域障害者職業センターでは、高い専門性を身につけた障害者
職業カウンセラーが障害のある方々の就職や職場適応などを支援しています。
カウンセラーの職務は、障害のある方々一人ひとりの状況を見極め、それに
応じてきめ細かく対応していくという、ある意味たいへん地道なものです。そう
した職務を統括する部長となって、まず感銘を受けたのは、カウンセラーの皆さ
んが、いかに仕事を自分の努力や考え方に成果が左右されるものとしてとらえ、
真摯に取り組んでいるかということでした。機構本部の職業リハビリテーション
部にも事務職とともにカウンセラーが多く配置され、皆が意欲と活気に溢れた
仕事ぶりで、私もワクワクしながら毎日を過ごしていました。
また、その頃は、精神障害や発達障害のある方々に対する支援件数が急速に
増えてきた時期であり、新たな支援技法の開発や、第一線における実践・工夫に
ついての経験交流・集約の取組みが進められていました。そうした中、私自身、
様々な角度から精神障害や発達障害について研鑽を積む機会を得たことも、
たいへん貴重な経験でした。

独立行政法人　高齢・障害・求職者雇用支援機構
職業リハビリテーション部長
専門性を磨く

労働局長の役割として主に３つの顔があると思っています。一つは、対外的な
労働局の代表としての顔です。毎月、雇用情勢などについて定例記者会見を
行っており、いろいろなイベントにも出ているので、テレビや新聞記事の写真に
写っていることも少なくなく、街を歩くとき少し緊張します。自治体の首長や
労使団体の方々、企業経営者等と面談する機会も多く、不得意としている世間
話も少しはできるようになりました。
2つ目は、労働基準・職業安定・雇用均等・職業能力開発の４行政のコンダク

ター役としての顔です。それぞれ、行政手法がかなり違っており、ともするとバラ
バラに動きそうですが、結局、目指すところは同じで、「希望する誰もが、安心
して活き活きと働ける社会の実現」だと考えています。それに向かって、いかに
総合力を発揮できるようにしていくかが、工夫のしどころ、腕の見せ所です。
もう一つは、職場の環境整備を担う縁の下の力持ち的な顔です。環境整備と
いっても、設備や業務体制を整えるだけではなく、自由闊達に議論ができ、創意
工夫を尊ぶ組織風土をいかに強化していくか等も大切です。そのためには、
自分のこれまでの職業経験を総動員する必要があると、今思っています。

静岡労働局　労働局長
都道府県労働局長の３つの顔



学生時代に勉強したこと

現在の業務

入省前の印象と入省後の印象の違い

今後したいこと

発達障害に関心があったことから教育心理学科に進学し、教育
心理学と臨床心理学を学びました。課外活動では発達障害のある
お子さんに学習支援を行うインターンに参加し、発達障害の特徴へ
の理解を深めるとともに、発達障害にまつわる社会的課題について
考えさせられました。卒業論文では動作解析を用いた技術の熟達
研究を行い、心理学を多角的に学びました。

私が所属する首席職業指導官室は、全国のハローワークで行わ
れている職業相談や職業紹介業務のコントロールタワーとしての役
割を担っています。その中で、私は全国の労働局や一般の方からの問
い合わせ対応や、会議資料の作成等を担当しています。外部への視察
に同行することもあり、様々な経験を積む機会に恵まれています。

忙しいという印象がありましたが、効率よく働き、休める時はしっ
かり休む方が多いです。また省内は女性職員が多く、沢山の先輩
女性職員が活躍されていることを心強く感じます。業務については、
一般の方からのお問い合わせが多く、時には厳しいご意見をいただ
くこともありますが、多くの気づきが得られ大変勉強になります。

長期的な目標は、色々な部署を経験し、職業安定行政について
幅広い知見を得ることです。特に、もともと関心のあった発達障害者
やニートの就労支援施策にいつか携わってみたいです。直近の目標
としては、10月からの半年間の地方研修で、現場についての生きた
知識を身につけたいと思います。

  9：30▶登庁・メールチェック
10：30▶労働局幹部ヒアリングへの同席

（各労働局の取組状況について、定期的に本省に報告してもらいます。）

12：00▶昼　　食
（庁舎内のコンビニにお世話になっています。）

13：00▶メールチェック・作業割り振り
（他課室からの作業依頼を室内の関係係に割り振ります。）

14：00▶労働局へ送る事務連絡案作成
（午前中の労働局ヒアリングを受け、業務の改善が必要な点について、
 その日のうちに労働局へフィードバックします。）

16：00▶労働局幹部ヒアリングの議事録作成
（メモと資料をもとにヒアリングの要点を書き起こします。）

18：45▶退庁準備
（次の日へにやることを確認し、整理します。）

19：00▶退　　庁
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新任職員に聞きました

松本 理央 職業安定局
首席職業指導官室

まつ　もと　　　り　   お
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学生時代に勉強したこと

現在の業務

入省前の印象と入省後の印象の違い

今後したいこと

法律を軸に、社会学も学びました。社会の変動を把握した上で、
対応しうる実効的な法制度を研究するためです。修士論文では離婚
後の面会交流に向けた制度を分析しました。調査の中で、文字や数
字の向こうの「人」に触れる重要性、また、働くことをはじめとする生
活基盤の安定が問題解決の近道の1つであることを実感しました。

高齢者雇用対策課において、他課室や外部機関との連絡調整役
を担っています。労働局や企業、一般の方からのお問い合わせや、
雑誌・書籍等に掲載する記事の作成・確認依頼も多く、高齢化の
進む当世における高齢者就労への関心の高さ、意義を再確認する
日々です。

文書のみで淡 と々物事が進むイメージでしたが、むしろ「人」との
やりとりこそが肝でした。所属や役職を問わず、質問や交渉したい
ことがあれば、すぐに電話することや、直接会いに行くことが常です。
それにより、迅速かつ正確な業務に繋がるだけでなく、職員同士の
コミュニケーションにもなり、活気ある職場となっています。

ある分野に携わるとき、その知識だけを持てばよいわけではあり
ません。いかなる契機があり、いかに展開していくかという時間的な
縦軸と、いかに国民の方々の意見や他分野とバランスをとるのかと
いう横軸の双方において大局的な視点を持ち、「あいつがいれば
大丈夫」と言われるぐらいの専門性と信頼感のある職員を目指
します。

  9：30▶登庁・メールチェック
10：00▶疑義回答

（労働局からの問い合わせに対する回答を作成。自身の勉強にもなります。）

11：00▶資料作成
（大臣が他国視察団との懇談の場で使用する資料を作成。
 日本における高齢者の就労支援施策を過不足なく説明できるように。）　

12：00▶昼　　食
（リフレッシュのため同期や先輩と外に食べに行くことが多いです。）

13：00▶打ち合わせ
（広報誌に掲載する原稿について、省内関係者や業者の方と方針を話し合います。）

16：00▶議員に対する施策説明
（議員からの照会を受け、高齢者雇用に関する施策の説明をする上司に随行します。）

18：00▶作業整理
（明日への準備や、今日の業務について上司の方々に質問をします。）

19：00▶退　　庁

中村 舞
職業安定局
雇用開発部
高齢者雇用対策課

なか　むら　　 まい

あ
る
1
日
の
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ケ
ジ
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学生時代に勉強したこと

現在の業務

入省前の印象と入省後の印象の違い

今後したいこと

学科で数学を勉強しながら、教育社会学や教育哲学などについ
ても学んでおり、教育を受けた後に待っている職業人生に関心を持
つようになりました。また、発達障害のある児童へのボランティアを
経験し、労働環境や社会での配慮も働く人を支える上で重要だと
感じるようになりました。

私の所属する若年者雇用対策室では、新卒者やフリーター等の
支援を行っています。他課室や室内の他係と連絡をとりながら、室内
の意見を集約し、他課室に伝えています。昨年９月に成立した若者
雇用促進法関係の資料作成依頼の対応などもしています。幅広い
知識に加え、正確さとスピードが求められるため、緊張感を持って
仕事をしています。

まず、入省して感じたことは、ワークライフバランスが充実している
ということです。また、個人単位での仕事ばかりという印象を持って
いましたが、職場の先輩や上司とコミュニケーションを取りながら
業務に取り組むことが多いです。周りには優しい人ばかりで相談
しやすい雰囲気もあり、とても働きやすい職場だと感じています。

国家公務員として必要な知識を身に付けつつ、職業安定行政や
能力開発行政の業務内容など、様々なことを積極的に学んでいきた
いです。そして、長期的には入省前に考えていたことである、個人の
能力を最大限生かすことが出来るような働き方のあり方づくりに
貢献したいと考えています。

  9：30▶登庁・メールチェック
10：00▶電話対応

（一般の方や企業の担当者からの若者雇用促進法の内容等についての
問い合わせに回答します。）

12：00▶昼　　食
（同期と省外や食堂でランチをすることも多いです。）

13：00▶都内の新卒応援ハローワークやわかものハローワークの視察
（職員の方はじめ現場の方の意見をお聞きする貴重な機会です。
時には企業の方ともお話をします。）

17：00▶資料作成
（関連団体への説明資料などを作成します。
関係する資料を探しに行くこともあります。）

18：30▶退庁準備
（係内での業務の進捗状況のまとめや翌日行うことの整理をします。）

18：45▶退　　庁

増田 直友
職業安定局
派遣・有期労働対策部
若年者雇用対策室

ます　 だ　　  なお　 とも

あ
る
1
日
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

学生時代に勉強したこと

現在の業務

入省前の印象と入省後の印象の違い

今後したいこと

学部では実験心理学を学び、卒業論文は対人恐怖や自己愛と
いったパーソナリティ分野で執筆しました。院では臨床心理学を
専攻し、修士論文はひきこもりと家族関係について研究をしました。
また、保育園や、ＤＶと虐待を専門としたクリニック等で実習をさせ
ていただき、その経験が厚生労働省の業務への関心に大きく影響し
ています。

私の所属する能力開発課では、公的職業訓練に係わる業務を
行っています。その中で、私は主に他課室や課内各係との連絡調整
を担当しています。その他にも、様々な会議の運営に携わったり、
公的職業訓練の周知のための広報業務、労働局の方 と々のやり取り
を行ったりと、日々の業務に大きなやりがいを感じています。

説明会や官庁訪問で、職員の方 と々お話ししたり職場に伺ったり
することがあったので、入省前後で大きく印象は変わっていません。
ただ、思っていた以上に職場でのコミュニケーションが活発で、活気
のある職場だと日々感じています。

厚生労働省を志望した理由は「働きたい意志を持ちながらも、
事情により就職ができていない方々に公的な支援を提供し、就職に
つなげていきたい」ということでした。このために様々な施策が行わ
れていますが、時代や社会状況を踏まえて、より利用される方の
ニーズにあったものに発展させていきたいと思っています。

  9：30▶登庁・メールチェック

10：00▶職業訓練施設の視察
（実際に施設や訓練の様子を見ることはとても勉強になります。）

12：00▶昼　　食
（同期や課の上司・同僚と一緒にとっており、毎日楽しみにしている時間です。）

13：00▶会議傍聴
（全国の労働局幹部の会議を傍聴し、メモを取って概要を作成します。）

17：00▶広報関連業務
（課で公的職業訓練の愛称・キャッチフレーズの募集を行っており、
その応募作品の一覧の作成や、ファイリングを行います。）

19：00▶退　　庁

藤田 里左子 職業能力開発局
能力開発課

ふじ　  た　　　り　　 さ　   こ

あ
る
1
日
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル



学生時代に勉強したこと

現在の業務

入省前の印象と入省後の印象の違い

今後したいこと

学生時代は発達臨床心理学を勉強しており、大学内の相談室で
友人関係や家族関係に問題を抱える子どもにプレイセラピー等を
通した心理支援を行っていました。また、知的障害や発達障害の
子どもやその家族への援助を行うアルバイトも経験しました。この
ような困難を抱える人々との関わりが、厚生労働省に興味を持つ
きっかけとなりました。

障害者雇用対策課において、他課室と課内各係の連絡調整の
仕事を行っており、円滑に業務が進むようにそれぞれとの連携を
意識しています。また、国会対応に必要な資料の準備や、課のHPの
更新等の広報関係の業務、障害者雇用に関して有識者と意見交換
を行う研究会等の開催準備も担当しています。

実際に入省して、予想以上に常に様々な人とコミュニケーション
を取りながら進めていく仕事であると感じました。また、国会対応な
どを通して、今までニュースでしか目にしていなかった国の課題に
触れ、自分が多くの方々の生活につながる行政の仕組みに携わるこ
とができていると実感し、責任感をもって取り組んでいます。

自分が行っている一つひとつの業務に対して、それがどのような
背景を持っているのか、なぜ必要なのか、さらにはどのように国民
生活につながっていくのか、広い視野でしっかり意識できるように
なりたいです。また、将来的には専門性を身に着け、自分なりの強み
をもった行政官になりたいと考えています。

  9：30▶登庁・メールチェック
（課内の予定表や、その日の自分の仕事を確認します。）

10：00▶特例子会社への視察
（障害者雇用に積極的に取り組んでいる特例子会社に伺います。）

12：00▶昼　　食
（お弁当を買ったり、同期と省外にランチに出かけたりします。）

13：00▶電話対応
（一般の方、事業主の方からの問い合わせ電話に対応します。）

15：30▶作業依頼への対応
（課に依頼のあった業務について、依頼内容を整理し課内の各係に
内容確認等をお願いします。）

17：00▶広報業務
（課のHPについて、資料やデータが最新のものであるかチェックし、
更新等を行います。）

19：00▶退庁準備
（その日の業務をまとめ、明日の仕事予定について先輩と簡単に相談します。）

19：30▶退　　庁
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新任職員に聞きました

村上 佳菜子
職業安定局
雇用開発部
障害者雇用対策課

むら　かみ　　  か　  な　   こ

あ
る
1
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の
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ジ
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学生時代に勉強したこと

現在の業務

入省前の印象と入省後の印象の違い

今後したいこと

教育心理学及び臨床心理学を専攻し、対人不安やセルフケア、
多職種協働等の研究に携わりました。また、心理士として社会復帰支
援やカウンセリングに従事する中で、職業選択や職場適応が生活に
おいても心理的に大きな位置を占めていると感じ、職業生活の見通
しができることの重要性を意識するようになりました。

キャリアコンサルタントの養成や質の維持・向上等のための制度整
備に携わっています。会議の開催準備や問合せへの対応をはじめとし
て、制度検討の場に参加したり視察を行ったりすることもあります。
より良い制度にするということを意識し、上司や先輩に相談しながら
業務に取り組んでいます。関係するホームページの更新も行います。

大きく印象が変わったわけではありませんが、複数の仕事を並行
してチームワークを持って取り組んでいると感じています。先輩方は
メリハリを持って仕事に取り組まれていて、本当に勉強になります。
また、会議や視察で能力開発分野やキャリアコンサルティング関連
を専門とする先生方に会う機会も多く、充実感を得られる職場だと
日々感じています。

様々な業務を経験し、行政事務について広く学ぶとともに、仕事
の型を身に付けていきたいと考えています。その上で福祉分野との
連携も視野に入れながら、働く人々が能力を発揮しやすい環境の
整備に携わりたいと考えています。また、保育等の人材不足分野
へも貢献していきたいと考えています。

  9：30▶登庁・メールチェック

10：00▶研　　修
（統計調査やオンライン業務等の研修を受けます。
自主的に参加できる研修もあります。）

12：00▶昼　　食
（気晴らしがてら外で食べることが多いです。）

14：00▶委託先の企業にて会議を傍聴
（キャリアコンサルティングに関連する会議に参加し、
後から課内で内容を共有できるようメモを取ります。）

16：30▶課内打合せ
（キャリアコンサルタント登録制度に関連する打ち合わせに参加します。）

18：30▶作業整理・翌日の準備

19：00▶退　　庁

髙木 郁彦 職業能力開発局
キャリア形成支援課

たか　  ぎ　　  ふみ　ひこ

あ
る
1
日
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
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地方研修について

［人間科学職の研修について］ 入省１年目では以下のような研修が実施されています。

［地方研修について］

●合同初任研修
全省庁合同の3日間の研修。国家公務員としての心構えについて理解を深める。

●厚生労働省内研修
厚生労働省新任職員対象の約3週間の研修。厚生労働省職員として働く上で必要になる基本的な教養
や知識、省が所掌する幅広い業務内容を学び、ハローワークなどの関連施設の見学等も行う。

●人事院の初任行政研修
全省庁合同の５週間に渡る研修。様々な省庁の同期と議論を交わし、介護施設や地方自治体など、様々な行政課題に関わる現場
にも赴き、幅広い知見と繋がりを得る。

●人間科学職研修
省の人間科学職新任職員のみを対象とした数日間の研修。先輩方から、人間科学職としての心構えやこれまでの経験を聞いた
り、労働行政に関する講義を受けたりしながら、人間科学職の仕事やその役割への理解を深める。

●地方研修
10月から翌年の３月末まで、半年間地方の労働局やハローワークで研修を受ける。職業安定行政の第一線で働きながら、職業安
定行政施策の運用を具体的に学ぶ。

4月

10月～3月

5月～7月

研修先では、職業相談、求人受理、障害者窓口、雇用保険といった職業安定行政の業務を一通り経験し、
職業安定行政の全体像を把握することができました。1年目という時期に、実際に求職者や事業主の方、
第一線で働く職員・相談員の皆様の声を聞くことができたのは、大変意義深いと思います。また、東日本大
震災でダメージを受けた水産業の復興のために労働局やハローワーク、県・市などが一体となって議論し、
イベントを行うなど、関係機関が連携して様々な業務に当たっていたことが印象に残っています。
研修で得た知見や人脈を生かして、大局的な視点と現場の視点の両方を持って日々の業務や政策立案

を行っていきたいと思います。

職業安定局　派遣・有期労働対策部　若年者雇用対策室 宮城労働局・ハローワーク仙台高橋  翼
たか  はし　 つ ばさ

現場の仕事は、まさに“目の前にいる人の人生に触れる仕事”であると感じました。窓口業務を経験させて
いただく中で、施策が最終的にどう現場に浸透し、現場職員・相談員の声となって個々人に到達していくの
か大いに知見を広げることができたように思います。ここで率直に感じたことや目に焼き付いた景色を忘れ
ることなく、日々の本省業務に取り組んでいく所存です。
また、研修中は局やハローワークの方々とともに味噌カツや手羽先など愛知のB級グルメを存分に
食らう、楽しく美味しい毎日でした！　ここで築き上げた愛知の方々との絆も、公私問わず大切していき
たいと思います。

職業能力開発局　キャリア形成支援課 愛知労働局・ハローワーク名古屋中佐藤  春香
さ　とう　   はる   か

研修先で熱意のある方 と々沢山出会い、ざっくばらんに意見交換できたことはかけがえのない経験となり
ました。せっかくの研修なので「関係施設や機関に積極的に行きたい！」とお願いしたところ、本当に様々な
現場に連れて行ってくださり、施策の運用に携わる方、サービスを利用する方等から率直な意見を聞くこと
ができました。
研修を通じて、現場では実際どのように施策や制度が運用されているのか想像する視座を鍛えることが

できたと考えています。これからの本省業務においても、局やハローワークで培った目線を忘れずに、
より良い行政を目指す努力を続けていきたいと思います。

大阪労働局・ハローワーク阿倍野矢野  玲奈
や    の 　   れ い   な

ハローワークでは、職業紹介・雇用保険・障害者部門と幅広い業務に携わりました。民間企業での
就業経験のない私が求職者からの相談に応えられるか不安でしたが、職員や相談員の方のサポート
もあり、日々安心して業務に当たることが出来ました。ハローワーク内にとどまらず、県庁や地域障害者
職業センターなど他機関と連携しながら「人口が日本一少ない鳥取県を如何に盛り上げるか」という地方
創生の観点からの仕事にも取り組みました。
現在は本省で労働局の管理業務に当たっていますが、地方研修で得られた人脈を活用して地方の生の

意見を伺うなど、現場の声を施策に反映出来るように努めています。

職業安定局　公共職業安定所運営企画室 鳥取労働局・ハローワーク鳥取横田 雄介
よこ　 た　 　 ゆう  すけ

職業安定局　雇用開発部　障害者雇用対策課
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ワークライフバランス

西浦 希
職業安定局　雇用開発部　地域就労支援室　室長補佐

（平成12年入省）

にし   うら　   のぞみ

入省8年目に長男（現在 9歳（小学校3年生））を出産。
その後、主人が小笠原諸島の父島に異動となったため、当初
半年を予定していた育児休業を３年に延長し、家族3人で
2年間、青い空と海が美しい島での生活を楽しみました（快く
延長を認めてくださった当時の上司や人事に心から感謝）。
育児休業を3年取得したのは人間科学職で私が初であり、
復帰にあたっては不安もありました。しかし、長男が３歳（当時）
で、聞き分けの良さも体力もある程度備わっていたこともあり、
想像していたよりも問題はなし。仕事面では、人間科学職は
職業安定局をベースに仕事をしているため、業務の基礎となる
知識・経験が多少はあったこと、そして、人的ネットワークの
存在（私の場合、復帰後の業務では上司も同僚も人間科学職）
がありがたかったです。
その後、次男（現在3歳）を出産。兄弟の年齢が6歳開いて

しまったことも当初の予定どおりにはいかなかった点ですが、
結果的に、長男が小学校にあがるタイミングで次男の育児休業
を取得でき、PTAの委員を引き受けたり、宿題・習い事などを
含めた小学校生活のフォローをしつつ、1年生の壁を乗り越え
ました。

現在は、上司・同僚の理解・協力があり、育児時間を取得する
ことで、17時過ぎには退庁させてもらっています。忙しい時期
は、主人や両親に子どもの世話を頼み、朝早く出勤したり、残業
デーを作ったりして対応。家では、マイペースで忘れ物が多い
長男と気が強いくせに甘えん坊の次男に振り回される毎日
ですが、兄弟で大笑いしながら遊んでいるのを見るのが幸せ。
出産や育児は思い描いたとおりにはいかないことも多い。

でも、両立を支える仕組みが充実してきている今、必要なときに
は思い切って制度を活用することで、仕事も家庭も楽しみつつ
充実させていくことができる職場です！

鶴川 泰生
職業安定局　雇用開発部　障害者雇用対策課　調整係長

（平成23年入省）

つる  かわ　   やす    お

平成28年2月に子どもが産まれ、里帰りしていた妻が家に
戻ってくる3月に、2週間育児休業を取得しました。
これまで仕事ばかりで、家事はほとんどやっていませんでし
たが、この育児休業期間は、妻の栄養に配慮した「添加物0」の
ご飯作りなどの家事に加え、子どもをお風呂に入れたり、おむつ
を替えたり、泣きわめく時は抱っこしたりと、楽しみながら
子どもの世話をすることができました。
子どもが産まれるまでは、「こんなに仕事が忙しくて、ちゃんと
子育てできるのか？」と不安に思うこともありましたが、育児
休業期間に子どもと向き合う中で、自然とそのような不安は
消えていきました。
育児休業の頃と比べると、今は子どもに会える時間は減って

います。ただ、その代わりに休日は子どもと一緒に遊び、一緒に
昼寝をし、一緒にお風呂に入るなど、平日一緒にいられない
時間を埋められるよう、過ごす時間の質を高めるようにして
います。
さて、子育てと仕事を両立するためには上司、同僚の協力が
不可欠です。私の場合、子どもが産まれた直後、上司から「育児
休業はいつにする？」と聞いてもらいました。私は、国会関係の

仕事をしているので、育児休業など「夢のまた夢」と思っていた
のですが、上司から育児休業の提案をしていただき、同僚から
も「仕事は任せて。」と言ってもらえたことで、安心して育児休業
をとることができました。男性も子育てに関われる時代へと
確実に変わってきたのだと改めて思いました。
子どもが産まれた時、「この子が幸せと思える社会を作り

たい。」と思ったことを覚えています。厚生労働省は国民1人
ひとりの生活に密接に関わる仕事をしています。そのため、自分
たちの頑張りがいつかは子どもに還ってくると信じ、日々の仕事
をこれからも頑張っていきたいと思います。
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幹部へのインタビュー

厚生労働省の人間科学職採用は、旧労働省の心理職に起源があり
ます。心理学、教育学、社会学をはじめとする人間科学を学び、人や人
の集団、社会のあり様に深い関心と洞察力を有す専門家集団として、
人と仕事に関わる行政領域で、マクロ、ミクロ両面からの政策課題の
発見、制度立案、労使はじめ関係者との政策調整、さらに業務実行
まで一貫して責任を持つ、いわば「専門行政官」としての役割発揮が
期待される職種です。

人間科学職の諸先輩が、その専門性を発揮し実績を残してきた主
な行政領域として、◇ハローワークの基本業務と言われる職業相談・
紹介業務、◇若者、高齢者、障害者、生活困窮者等の対象各層の特性
を踏まえたきめ細かい就職支援、企業指導・助成等の政策手段を組
み合わせた雇用対策、◇個々人の適性や志向を踏まえたキャリアデザ
インの支援、これと連動した能力開発施策、等が挙げられます。

厚生労働行政の重要な政策課題に関わる立案や施策実行に中心
的役割を担うことは、総合職各区分共通ですが、国民生活や経済活
動に直結する、雇用対策、人材育成対策といった、人と仕事に関わる
分野に一貫して軸足を置き、「専門性」を活かし「深める」ことができる
こと、政策のコンセプトや制度の大枠を整備することに止まらず、
「詳細設計や実行」まで、若手の時代から責任を持って携わり（第一
線・関係者との意見交換、文献の読み込みやデータ解析、通達や報告
書の執筆・取りまとめ、施策意義のプレゼンなど、多面的な活動を伴う
もので、日々、学びと新たな経験の連続です！）、広く国民からの「役に
立った」との反応などから成果や手ごたえを「体感」できること、その
過程で省内外の様々な立場の方々と丁々発止のやり取りや「信頼
関係構築」ができることではないでしょうか。

私は、現在、昨年新設されたキャリア形成支援課の課長として、
キャリアコンサルタント国家資格の立上げや、社会人の学びの機会の
整備、ニートと称される無業の若者の就労自立支援といった施策の
責任者の立場にあります。「キャリア」は、働く人個人の主体性に着目
した、時間軸を伴う新たな政策概念で、その支援の理論的バック
ボーンにはカウンセリング心理学等があり、学識者や実践家にも、
心理学や教育をバックグラウンドとする方々が多く、人間科学を共通
言語・概念の一つとしながら（もちろん、行政官として法律、経済等の
観点も併せ持ち）、日々の仕事を進めています。

現時点で自分の職業人生を振り返ると、人と仕事に関わる幅広い
政策課題～自分の場合特に、若者雇用や、人材育成･キャリアに関
わる課題が中心です～に深く関わり、具体の事業ベースで「足跡」を
残すことができたこと、その過程で、省内外の極めて幅広い方 と々の
議論を通じ人間関係を構築できたことは、何ものにも替え難い財産と
認識しています。一人でも多くの公務員志望者が、こうした厚生労働
行政、人間科学職の魅力に関心を持ってもらい、門戸を叩いていただ
くことを大いに期待してます！

職業能力開発局　キャリア形成支援課長 伊藤  正史
い 　  とう　 　  まさ　  し

昭和59年 労働省入省
平成10年 職業安定局　庶務課長補佐
 ～ハローワークのマネジメント全般を担当するとともに、都道府県労働局の新設、
 　省庁再編という組織の大改革に関わる～
平成16年 職業安定局　若年者雇用対策室長
 ～新設の室長として、ジョブカフェをはじめ新卒､フリーター等の若者雇用対策の
 　基盤整備に取り組む～
平成24年 職業安定局　首席職業指導官
 ～ハローワークの基本業務の責任者～
平成25年 職業能力開発局　能力評価課長
 ～サービス分野の新たな能力評価の仕組み整備や、技能五輪などを通じた
 　技能の振興に取り組む～
平成27年 現職

経歴

人間科学職とは
どのような職種なのでしょうか。Q1

人間科学職が就く仕事は
どのようなものですか。Q2

現在の仕事内容と人間科学職である
ことはどのように関わっていますか。Q4

受験生へのメッセージを
お願いいたします。Q5

他の職種と比べて厚生労働省における
人間科学職の業務の魅力とは
どのようなものでしょうか。

Q3
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若手職員に聞きました

どんな仕事を
していますか？

職業安定局　総務課　企画法令係
（併任）内閣官房
まち・ひと・しごと創生本部事務局　雇用担当

井上  昂明
いの  うえ 　  たか  あき

（平成26年入省）

職業安定局　派遣・有期労働対策部
民間人材サービス推進室
民間人材サービス活用係長
（併任）派遣・有期労働対策部　若年者雇用対策室

渡部  愛
わた  な べ 　  あい

（平成21年入省）

職業能力開発局　キャリア形成支援課
キャリアコンサルティング係長

小林  良美
こ  ば やし　 よし   み

（平成22年入省）

職業安定局　首席職業指導官室
職業紹介係長

杉原  慶
すぎ  はら　  けい

（平成20年入省）

職業安定局　雇用保険課　企画係

赤羽 幸治郎
あか ば ね 　 こう   じ   ろう

（平成25年入省）

私は雇用保険課に在籍しており、雇用保険制度の企画・立案に
関わる業務を行っています。雇用保険とは、働く方が職を失った際
に金銭的な支援をすることで再就職を促進したり、育児休業や介
護休業を取得した方に対して、休業前の賃金の一部を補填したり
することで、雇用の安定を図る制度です。
事業主や労働者、学識者の意見を聴きながら雇用保険制度の

内容について検討をしていきますが、私は、開催までの手続きを
行ったり、資料を作成したりと、議論するまでの様々な準備に携
わっています。また、雇用保険制度については、記者等からの問い
合わせも多いため、問い合わせへの対応なども行うなど、毎日充
実した仕事を行っています。

総務課企画法令係という、職業安定局内の企画・立案の総括
係に所属しています。最近で言えば、政府の最重要課題とも言え
る「一億総活躍社会」の実現のための施策の検討や、平成28年度
熊本地震による雇用への悪影響を最小限にするための対応につ
いて、局内の司令塔として仕事をしました。
現在、政府全体で重点的に取り組んでいる「働き方改革」につ

いては、首都圏は平均して通勤時間が長い等の「地域ごとに働き
方が大きく異なる」という視点が非常に重要です。これらを踏ま
え、併任先では、各府省及び専門家からなる「地域働き方改革支
援チーム」を立ち上げ、地域における「働き方改革」を推進してき
ました。チームの構成員を決め連絡調整を行ったり、資料作成や
担当大臣への説明を行ったりと奔走しました。
いずれも困難を極める業務でしたが、私が意見を出した文章が
そのまま閣議決定されるなど、若手でもスケールの大きい仕事が
できる職場だと感じています。

「キャリアコンサルティング」という言葉を聞いたことがありま
すか？ 簡単にいうと、働いている方や仕事を探している方の相談
にのり、今後どんな仕事がしたいのか、どんなスキルを身につける
必要があるのか、といったことを一緒に考え、助言することです。
キャリアコンサルティングを行う専門家である「キャリアコンサルタ
ント」、実は平成28年４月に国家資格化したばかりなんです。国家
資格化に当たっては、法律や政令といった法的整備や、関係機関
との相談調整など、たくさんの準備が必要でした。これからは、
キャリアコンサルタントという資格を多くの人に知っていただき、世の
中の役に立つ資格にするため、知恵を絞っていきたいと思います。

私が所属している首席職業指導官室の職業紹介係は、全国の
ハローワークで行われている「職業に関する相談・紹介」をつか
さどる役割を担っています。
具体的には、①全国のハローワークにおいて職業紹介業務が

円滑に進むよう全国から課題を吸い上げ、その課題を解決する
ための助言・指導や、②マクロの視点や政策的な観点から、職業
紹介業務の方向性に関する企画・立案を行い、全国に指示する
ことなどを行っております。ハローワークが効率的かつ効果的に
パフォーマンスを行うためにはどのようにすればいいのかを日々
考えながら、業務に取り組んでいます。

現在は、職業安定局の民間人材サービス推進室という部署で、
民間の職業紹介事業所などを活用した就職支援事業に携わって
います。就職・転職にあたっては、ハローワークの利用率が圧倒的
に高いものの、民間事業者における近年の雇用動向を踏まえた
独自の取組みもとても勉強になります。
また、平成28年1月から5月までは、内閣官房一億総活躍推進
室に出向していました。そこでは、先般閣議決定された「ニッポン
一億総活躍プラン」のとりまとめ作業に従事していました。多岐に
わたる分野について、各省庁と協議を重ね、少子高齢化という
日本の構造的な問題に対処するための政府の中長期的プランを
策定していくという業務に携わったことは、非常に実りのある経験
だったと思っています。



海外特集

海外で働くことの魅力の1つは、その国のことを深く知ることができることです。ベトナムは
急速に発展を遂げているとても素敵な国です。大使館の仕事は相手国の発展の一翼を担
う重要なものです。また、日本とベトナムとの関係は非常に良好なため人材交流も盛んで、
留学や研修などで日本に来られるベトナム人も急増しており、日本とベトナムのかけはしを
作る仕事に携われることは大きな喜びです。親日的な国で親切な人が多いので、皆様もベ
トナムの方と接する機会があれば是非親切にしてくださいませ。
大使館で私は、厚生労働分野の案件について、相手国政府等との橋渡しの役割などを
担っています。政府を代表してスケールの大きな仕事に関わることができ、またその中で日
本の良さを再発見することもできます。別の職種への転職のようで、新しい仕事に携わり視
野も広がり貴重な経験をしています。多くの方が海外勤務を経験されており、このような
チャンスは多いのではないでしょうか。

在ベトナム日本国大使館
一等書記官桃井  竜介

もも   い 　  りゅう すけ

（平成8年入省）

VIETNAM.
Hanoi

現在、ロンドン大学大学院で職業心理学を学んでいます。この分野は、日米では産業・
組織心理学と呼ばれていて、心理測定技法（アセスメントセンター）に基づく効率的な採用
選考を行うためのデザイン、費用対効果が低い職業訓練を効果的に行うための実証的な
アプローチ、ストレスの多い職場をポジティブに対処するためのコーチングなどをテーマとし
ています。職業心理の専門家は、産業界における「科学の実践者（Scientist Practitioner）」
という気風がイギリスにはあり、世界各国から集まった教授やクラスメートたちから刺激を
受けながら、アカデミックな理論をビジネスの現場で使うという実践的なトレーニングに
励んでいます。この留学は、家族や多くの職場のひとの温かい応援に支えられて実現できま
した。厚生労働省は、人間科学の専門家として成長することに深い理解のある組織で、
また、その知識やスキルを多くの労働者が働く現場に活かせる機会があります。

※自己啓発休業とは、大学における修学や国際貢献活動等を行うことを希望する職員が、厚生労働省の職員として
所属したまま、これらの活動を行うことができる制度です。

Institute of Management Studies, Goldsmiths,
University of London  ［自己啓発休業※］堀場  絵里香

ほり　 ば 　 　  え    り    か

（平成16年入省）

UK.London
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平成25年9月から2年間、イタリアはトリノのILO研修センターに派遣され、勤務しました。
主な仕事はILO加盟国の労働行政関係者を対象とした労働行政の研修の企画や実行で、
イタリア国内だけでなくさまざまな国で研修を行うというものです。エジプトの労働省職員
とハロ－ワ－ク運営について話し合ったり、英国やインドの世界的に著名な有識者から
キャリアコンサルティングの政策を教えて頂いたり、すばらしい経験ができました。
さて私も入省前、これを読まれている皆様と同じように採用パンフレットで先輩達の体験
談を読み、本省だけでなくスイスのILO本部やバンコク支部にも勤務してみたい、でも家庭
はどうしようといろいろ考えていました。働き始め、結婚し、ある日夫は突然北米に赴任、
そして私も、全く想定外のイタリアに行くことになりました。夫婦で海外に単身赴任とは
思ってもみませんでしたが、キャリア理論の「計画された偶発」という言葉のように、偶然
訪れたのだけれど実は望んでいた経験、これをお読みの皆様にも、そんな職務に出会ってい
ただきたいなと考えています。

ILO（国際労働機関）国際研修センター　雇用政策・能力開発部門
プログラムオフィサー　　　 現在：職業能力開発局　キャリア形成支援課　課長補佐東良 史絵

ひがし  ら　   ふ み   え

（平成13年入省）

ITALIA.Torino

人間科学職の職員の中には、海外で活躍している人もいます！
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採用の流れ

職業安定局総務課人事給与係　  03-5253-1111（内線5714）

入省年度

人数

24年度

4人（2人）

25年度

3人（1人）

26年度

4人（2人）

27年度

4人（2人）

29年度

4人（1人）

28年度

6人（4人）

（注：（　）内は女性の内数。29年度は内定者数。）

平
成
28
年
4
月
11
日（
月
）

平
成
28
年
4
月
1
日（
金
）〜

試
験
申
込
期
間

平
成
28
年
7
月
24
日（
日
）

平
成
28
年
6
月
21
日（
火
）〜

本
府
省
合
同
業
務
説
明
会

平
成
28
年
7
月
15
日（
金
）

平
成
28
年
6
月
30
日（
木
）〜

平
成
28
年
7
月
15
日（
金
）

平
成
28
年
7
月
11
日（
月
）〜

大
卒
程
度

院
卒
者

第
2
次
試
験（
人
物
）

第
2
次
試
験（
人
物
）

平
成
28
年
5
月
22
日（
日
）

第
1
次
試
験

平
成
28
年
6
月
19
日（
日
）

第
２
次
試
験（
筆
記
）

平
成
28
年
7
月
29
日（
金
）

最
終
合
格
発
表

平
成
28
年
8
月
3
日（
水
）〜

官
庁
訪
問

平
成
28
年
8
月
17
日（
水
）〜

内
々
定

平
成
28
年
10
月
1
日（
土
）〜

内
定

採用窓口

採用実績

採用スケジュール

平成30年度採用予定者を対象とした、業務説明会や採用手続きのスケジュールは、
人事院の「国家公務員試験採用情報NAVI」（http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm）や、
厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/general/saiyo/kokka1/ningen_kagaku.html）
に掲載されますのでご覧下さい。

▶

試験申込日以前の人事院主催の業務説明会等の予定は以下のとおりです。
 ・「総合職中央省庁セミナー」 ：平成29年3月5日（日）～29年3月24日（金）に各地で開催。
 ・「霞ヶ関OPENゼミ」 ：平成29年3月2日（木）・3日（金）のいずれかに開催。

▶

前回（平成29年度入省者対象）は平成28年2月1日に厚生労働省主催の「職種合同業務説明会」を開催しました。
今回（平成30年度採用予定者対象）も開催が決まり次第ホームページ等で告知します。

▶

前回（平成29年度入省者対象）の実績は以下のとおり。▶



23

キャリアパス（人間科学職に求められること）

（注：この図は一例であり、本人の能力・適性、勤務成績、希望などにより異なります。）

課長・首席職業
指導官
クラス以上

室長・企画官クラス

係長クラス

都道府県労働局長として地方
労働行政の総責任者となる場
合もあります

係員クラス
（4年間程度～）

　厚生労働省は福祉・医療・雇用などの面から「人」の一生に関わる
仕事を担当していますが、人間科学職はその中でも特に人が人生の
時間の多くを費やすことになる「職業」をめぐって、専門的に追求して
いく仕事を担っています。
　課題を抱えた個々の人間に対して直接向き合って一つ一つ解決して
いく個別支援の手法もありますが、むしろ人間科学職には、公共政策を
企画立案したり、さまざまな部署や関係者との調整を行ったり、現場の
業務に対する指導を通じてこれを実現していくことが求められます。
　個別支援の手法を理解したうえで、さまざまな事業・業務・制度・
助成金・補助金などの仕組みを創設・改善したり、関係
団体などとの連携の体制を構築したり、事業主や国民に
対する指導・啓発を進めたり、あるいは現場で用いら
れる診断・評価・相談・カウンセリング・指導などの手法
を開発してさまざまな技法・ツール・マニュアル・データ
ベースなどを構築したり、現場の相談機能がうまくワーク
するよう効果的な指導を行ったり、組織マネジメントの
方法を検討したりすることなどを通じて、それを成し遂げ
ていくことが求められているのです。
　このため人間科学職には、まずは
「総合職」としての企画立案の能力、
調整の能力、指導能力などが求められ
ます。さらにこれを突き詰めていくと、
積極性、理解力、説明力、論理構成力、
リーダーシップ、コミュニケーション
能力などが求められることになります。

課長補佐クラス
都道府県労働局や独立行政法人の管理職として
マネジメント業務に従事する場合もあります

（5年間程度～）
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採用Q&A

配属先はどのように
なっていますか

　採用後の最初の配属先は、主に、雇用対策を所管
する本省の職業安定局の各課室となります。その後、
さまざまな職務を経験しながら総合的かつ専門的な
能力を身につけていくことができるよう、基本的には、
約２年ごとに異動があります。異動先は、本省内の
職業安定局、職業能力開発局、大臣官房、政策統括
官（室）などを中心に、関係の独立行政法人等を含
む幅広いものとなっており、今後は、福祉関係分野
においてもさらに人間科学職が活躍する可能性が
広がるものと考えられます。

地方勤務はありますか

　厚生労働省の人間科学職の職務は、本省勤務が
ベースになります。しかし、その本省内での人間科学
職としても職務の質を向上させるためには、実際に
対「人間」業務が行われている現場の現状を自分の
肌で感じて知ることが不可欠です。そのため、採用１
年目に、ハローワークや都道府県労働局において、
地方研修生として第一線の相談業務等を経験する
とともに、その後についても、ハローワークや都道府
県労働局などの相談担当職員や幹部職員として勤
務する機会があります。

人事異動時に個人の
希望は反映されますか

　主体的なキャリア形成についても支援しますが、
省内外での研修や海外留学、国際機関、地方自治体
等への出向のチャンスもあるので、それらの機会も
通じて、職員の能力・適性に応じた人事配置を行って
います。

研究的な職務に就くことも
ありますか

　本省内および関係の独立行政法人には、人間科
学関係の研究的な職務を担当するポストがいくつか
あり、能力と適性に応じてそこに異動することがあり
ます。ただし、研究的な職務ばかりを担当することに
はならない点に留意してください。

配属先・異動先での職務の
内容はどんなものですか

　人間科学職の職務は、総合職として、主に政策の
企画立案・調整の業務や、現場に対する業務運営の
指導の職務に従事することが基本となります。若い
うちから、責任ある仕事や自分のアイデアを活かし
て政策立案をする仕事をどんどん任されますので、
やりがいを感じることができます。
　具体的には、「職業相談・職業指導」、「キャリア形
成支援（キャリアコンサルティング・キャリアカウンセ
リングなど）」、「障害者雇用」、「若年者雇用」、「福祉
から雇用への就労支援」「職業能力開発（職業訓練
など）」といった分野が中心となりますが、実際は、これ
以外にも幅広い業務に従事しています。

海外勤務はありますか

　在外公館（大使館等）においては、各省庁からの出向
者が、その国における各省庁に関係する案件を担当す
るために一等書記官や二等書記官として職務に従事
しておりますが、厚生労働省の人間科学職からも、
例年１～２名ほどの出向者を出しております。事前の意
向調査を踏まえて配置される者が決まりますが、事前に
十分な語学研修も行われますので心配はいりません。
　そのほか、ＩＬＯ、ＯＥＣＤなどの国際機関における
勤務や、ＪＩＣＡを通じた発展途上国における雇用支援・
人材育成の職務に従事することもあります。
　また、配属先によっては海外出張の機会のあるとこ
ろもあります。
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採用に当たって既卒者は
不利ですか

　採用選考は本人の意欲・希望と能力・適性を総合
的に判断し、人物重視の面接により行っております。
出身校、学部、卒業年次、年齢、性別、職務経歴の
有無などは採否に影響しません。

休日・休暇・休業の制度として
どのようなものがありますか

　土曜・日曜・祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日）
の休日のほか、年次有給休暇（年２０日／ただし
４月１日採用者は採用年は１５日／残日数は２０
日を限度に繰り越し）、特別休暇（夏期休暇、結婚
休暇、忌引休暇、産前産後休暇等）をとることがで
きます。
　さらに、厚生労働省では、節目となる機会に計画的
に休暇日を指定できる仕組みを設けているほか、
月１日以上の年次有給休暇を取得する運動を行
うことなどにより、心身のリフレッシュを図り、
十分な休養をとれるような環境づくりを進めて
います。
　また、育児休業制度など子育て支援制度も整備
されており、男性の育児休業取得者も増えてきて
います。

公務員試験の順位や資格の
有無は採用に影響しますか

影響はありません。

採用後の研修は
どのようになっていますか

　採用後はまず、国家公務員としての心得や厚生労
働行政の基礎知識を習得するために、厚生労働省
の総合職全体を対象とした初任研修を約１ヶ月
行った上で、人事院主催の初任研修を約１ヶ月行い
ます。
　その後それぞれの配属先で約４ヶ月間勤務する
合間に人間科学職としての初任研修を行い、１年目
の後半６ヶ月は、都道府県労働局およびハローワー
クにおいて、相談業務などの第一線の実務に従事す
ることを通じた地方研修を行います。
　そのほか、人間科学職の先輩や外部講師による
人間科学職としての専門性向上を図るため定例研
修会を２ヶ月に１回程度実施しているほか、新任係
長、新任課長補佐や地方転勤者などを対象とした、
その職務に対応した研修を実施しております。
　また、自己啓発に役立つ各種テキスト、資料を
システム上に蓄積し、自由に自習できる環境を整え
ています。

福利厚生としては
どのようなものがありますか

　厚生労働省共済組合制度により、人間ドック
や検診などへの医療費補助、メンタルヘルスカウ
ンセリング、団体積立年金、団体生命保険、住宅
資金などの貸付、介護・住宅などの情報提供サービス
などの各種福利厚生制度が用意されております。

海外留学の機会が
ありますか

　国際化する行政に必要な各分野の研修に従事さ
せることにより、複雑、多様化する国際活動に対応
しうる行政官の育成を図ることを目的として、職員を
諸外国の大学院、研究機関、政府機関、国際機関に
派遣する、人事院の「行政官在外研究員制度」があり
ます（短期（６ヶ月）・長期（２年））。
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